
(様式第11)

長崎県知事 大石 賢吾 殿

令和  年  月  日

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1

独立行政法人国立病院機構
長崎川棚医療センター

院長 、 藤岡 ひかる

申請者

標記について、医療法第12条の2の規定に基づき、令和4年度の業務に関して報告します。

1 開設者の住所及び氏名

(注)開設者が法人である場合
法人の名称を記入すること

は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

2 名称

住 所

氏 名

長崎川棚医療センタTの地域医療支援病院の業務報告について

記

住 所
〒152-0021

東京都目黒区東が丘2-5-21

氏 名 独立行政法人国立病院機構

独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター

3 所在の場所

〒859-3615

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1 電言舌  (0956)-82-3121

4 病床数

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 〒般病床 合計

0床 0床 0床 0床 240 庁木 240 床



5 施設の構造設備

(注)主 な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。

施設名 設備概要

集中治療室

(主 な設備 )

人工呼吸装置、気管内挿管セット、除細動器、ペースメーカー、心電計、
ポータブルエックス線装置、呼吸循環監視装置 (モ ニター )

病床数 2床

化学検査室

(主 な設備 )

生化学自動分析装置、自動免疫血清分析装置、多項目自動分析装置、
金自動血液ガス測定装置、輸血検査システムtグルコース分析装置、
全自動グリコヘモグロビン測定装置

細菌検査室
(主な設備)

金自動細菌検査システム、全自動血液培養装置、安全キャビネット

病理検査室
(主 な設備 )

顕微鏡

病理解剖室
(主 な設備 )

角旱音11含

研究室

(主 な設備 )

PCR、 ルミノメーター、FACS、 顕微鏡、細胞培養インキュベエタと、
遠心分離器、フリーザー、冷蔵庫

講義室 室数 1室 収容定員 50人程度

図書室 室数 1室    蔵書数 10,000冊程度

救急用又は患者輸送

用自動車

(主 な設備)

保有台数 ,台 救急用自動車

医薬品情報管理室
[専用室の場合]

[共用室の場合]

床面積 17.85ド
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(様式第12)他 の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている
ことを証する書類及び救急医療の提供実績

1・ 地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率

※ 1

※ 2

※ 3

F地域医療支援病院紹介率」欄は、Aを Bで除した数に100を乗じて、小数点以下第1位まで記
入すること。 (′ 1ヽ数点以下第2位を四捨五入しないこと)

「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、cを Bで除した数に100を乗じて、小数点以下第¬位まで
記入すること。(小数点以下第2位を四捨五入しないこと)

それぞれの患者数については、算定期間の延数を記入すること。

地域医療支援病院

紹介率 (注)1 71.0%
算定

期間
令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31日

地域医療支援病院
逆紹介率 (注)2 96,90/0

算出

根拠

A:紹介患者の数 1,946人

B:初診患者の数 2,740人

C:逆紹介患者の数 2,654人
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(様式第13)救急医療を提供する能力を有することを証する書類

1 重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況

No. 職種 氏    名 勤務の態様 勤務時間 備考

1 医師 圃
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

2 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

3 医師
非常勤

専従

団
週38時間45分

4 医師
専従

非常勤 非専従
週38時間45分

5 医師 釉 詭 週38時間45分

6 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

フ 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

8 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

9 医師 囲
非常勤

専従

Lヲト専従|

週38時間45分

10 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

11 医師 囲
非常勤

専従

従
週38時間45分

12 医師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

13 医師 釉 説 週38時間45分

14 医師 囲
非常勤

専従

J卜専従
週38時間45分

15 看護師
専従

J 非専従 週38時間45分

16 看護師 /
専従

非常勤 非専従
週38時間45分

17 看護師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

18 看護師
専従

非専従非常勤 週38時間45分
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No, 職種 氏    名 勤務の態様 勤務時間 備考

20 看護師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

21 看護師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

22 看護師
専従

非常勤 非専従
週38時間45分

23 看護師
専従

非常勤 非専従
週38時間45分

24 看護師 釉 議 週38時間45分

25 薬斉J自下
ヲ

専従

非専従
週38時間45分

26 放射線技師 囲
非常勤

専従

非専従
週38時間45分

27 検査技師 団
非常勤

専従

非専従 週38時間45分

2 重症救急患者のための病床の確保状況

(注 )
i般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。

重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要
3

優先的に使用できる病床 4床
専用病床

施 設 名 床 面 積 設 備 概 要
24時間使用

の可否

研究検査棟 1,291.41ド (主 な設備)

細菌測定装置、脳波測定装置(肺機能測定機器
可

放射線科室 922.27n言 な設備)

般撮影、 CT、 MRI、 RI
(主

可

手術室 1,444.63n言 (主 な
手術

設備)

台、無影灯

m

m
(主 な設備)
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4 備考

救急告知病院、長崎県地域脳卒中支援病院、長崎県難病支援ネットワニクの難病医療協力病院

(注)特 定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載すること。

既に、救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第 8号)に基づき都道府県知事の救急病院の認定を受けている病院、救急医
療対策の設備事業について (昭和52年 7月 6日 付け医発第692号厚生省医務局長通知)に基づき救急医療を実施している病院にあ
つては、その旨を記載すること。

5 救急医療の提供の実績

(注)それぞれの患者数については、延べ数を記入すること。

括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。

6 救急用又は患者輸送用自動車

救急用又は患者輸送 自動車により搬入 した
救急患者の数

619人

(437人 )

上記以外の救急患者の数※
4,637 人

(351人 )

合 計
5,256 人

(788人 )

救急用又は患者輸送用自動車 1台
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(様式第14)地 域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用 (共同利用)のための体制が
整備されていることを証する書類

1 共同利用の実績

前年度、共同利用を行った医療機関延べ数は732件っ
これらの医療機関のうち、開設者と直接関係のない医療機関延べ数は732件 。
共同利用に係る病床利用率はなし。

(注)前年度において共同利用を行つた
機関の延べ数、これらの医療機関の

実績がある場合において、当該前年度
うち開設者と直接関係のない医療機関

の共同利用行つた医療

の延べ数、共同利用に
係る病床の病床利用率を明記すること。

2 共同利用の範囲等

内視鏡室、CT室、MRI室 、RI室、心エコー室、腹部エコー室、透視室。

(注 ) 当該病院の建物の全部若しくは一部
のものを明記すること。

、設備、器械又は器具のうちt共同利用の対象とする予定

3 共同利用の体制  ,
ア 共同利用に関する規定の有無
イ 利用医師等登録制度の担当者

当該病院と同一の 2次医
また、別紙としても差し

る医療機関のみ記入すること。

無

名

種職 院長
(注)共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。

4 登録医療機関の名簿

注 療圏に所在す

支えない。

医療機関名 開 設 者 名 住   所 主たる診療科名
地域医療支援病院開設

者との経営上の関係

別紙 1参照

常時共同利用可能な病床数 5床
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(様式第15) 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明

1 研修の内容 (内

ること)※別紙とし

容や参加者人数及びその内訳、研修による具体的成果を出来るだけ詳細に記載す
て差し支えない。

注

注

2022.8,6 Web研修 施設に対して感染対策研修実施。対象は医師、看護師、介助員、事務職員他。
対面研修はコロナ禍のため、実施 していない。2023年は対面研修も実施している。

2 研修の実績

(1)地域の医療従事者への実施回数 1回

(2)(1)の 合計研修者数 30人

研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。
「

２ (2)には、前年度の研修生の実数を記入すること。

3 研修の体制

ア

イ

ウ

(注)教 育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。

摯倭そ魯會晶笹:写難纏訣禁
研修指導者氏名 職 種 診療科 役 職 等 臨床経験数 特 記 事 項

医師 脳神経内科 臨床研究部長 36 年 教育責任者

医師 脳神経外科 神経センター部長 33 年

看護師 16年 感染管理認定看護師

看護師 32 年 緩和ケア認定看護師

看護師 29 年 糖尿病療法指導士

看護師 11年 皮膚・排泄ケア認定看護師

看護師 19年
脳卒中リハビリテーション

看護認定看護師
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4 研修実施のための施設及び設備の概要

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要

研修棟 300,08日汗

(主な設備)

プロジェクタートホヮイ トボー ド、テ上ブル、
椅子、演台、スクリーン

カンファレンス室 44.09n汗

(主な設備)

プロジェクター、ホヮイ トボー ド、テーブル、
椅子、演台、スクリーン

大会議室 146.85浦

(主 な設備).
プロジェクター、ホヮイ トボー ド、テーブル、
椅子、視覚聴覚器、演台、スクリーン

m
(主 な設備)
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(様式第16) 診療並びに病院の管王里及び運営に関する諸記録の管理方法

管理責任者氏名

管理担当者氏名 管理課長、経営企画室長、薬剤部長、副看護部長

保管場所 分 類 方 法

診療に関する諸記録
病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手

ゅ記録、看護記録、検査所見記録、エッタ
ス線写真、紹介状、入退院した患者に係る
入院期間中の診療経過の要約等

各担当課、室、
及び科

日誌、診療録、エックス線写真に
分類

共同利用の実績 企画課 月別、年度別に分類

救急医療の提供の実績 企画課 月別、年度別に分類

地域の医療従事者の資質の向上
を図るための研修の実績

企画課

閲覧実績 企画課、管理課 年度毎に分類

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録

紹介患者に対する医療提供及び
他の病院又は診療所に対する患
者紹介の実績の数を明らかにす
る帳簿

(注) 「診療に関
方法の概略を

する諸記録」欄 | は、個々の記録 |こついて記入する必要はなく、 としての管理
記入すること。
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(様式第17) 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類

聞覧責任者氏名 事務部長

聞覧担当者氏名 経営企画室長

聞覧の求めに応 じる場所 事務部経営企画室

聞覧の手続の概要                          .
聞覧について申請を受け、院内において申請内容の確認及び上部機関への報告を行い、

聞覧の可否等決定。

前年度の総聞覧件数 235 1牛

閲 覧  者  別 医師 231件

歯科医師 0件

地方公共団体 0件

その他 4件
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(様求第18)  委員会の開催の実績

委員会の開催回数 4回

日施設設備の開放、共同利用について
日地域医療従事者に対する研修
H紹介患者に対する医療の提供と地域医療連携室の状況

紹介、逆紹介

あじさいネット関連

救急医療の提供

訪問看護診療      ′

地域医療支援病院運営状況について
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(様式第19)  患者相談の実績

(注)患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講
じた対策等があれば併せて記載すること。また、個人が特定されないよう配慮すること。

相談窓口 相談室・その他 (

主として患者相談を行つた者

(複数回答可 )

相談員

1.社会復帰援助

2.退院援助

3.受診受療援助

4.心理社会的問題

5.経済問題
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長崎川棚医療センター地域医療支援病院共同利用運営規程

第 1条  (目 的)

この規定は、地域医療の資質向上のため、国立病院機構長崎)|1棚 医療センター (以

下、当院という)の建物及び診療機器を当院に勤務 しない、医師、歯科医師、薬斉!

師、看護師その他の医療従事者に対 して医療資源の有効利用や医療情報の提供の場

として診療、研究、又は研修のために利用させることな目的とする。

第 2条  (登録医)

当院の施設・設備を利用しようとする医師、歯科医師は長崎川棚医療センター

地域医療支援病院利用規程に基づき登録医名簿に登録されていなければならないも

第 3条 (共 同利用の範囲)

共同利用の対象 となる建物等の範囲は以下のとお りである。

1,建 物の全部

2. CT、 MRI、 RI、 血管造影撮影装置、腹部エ コエ及びこれに付随する

機械・器具一式

3.前 2項に揚げるもの以外で共同利用の申し出があつた場合は、院長が認め

た場合に限 り利用することができる。

第 4条 (担 当医長 )

共同医療を行お うとする医師は、当院の担当医長のもと共同利用を行 うものとす

る。

第 5条 (利用時間)

恭同利用の利用時間は、原則 として平日の午前 9時なら午後 5時までとするも但
し、担当医長の承認があればこの限 りではない。

第 6条 (そ の他 )

共同利用 しようとする医師等は、故意又は重大な過失により当院に損害を与えた

ときは、自ら弁済の責任を負 うもの とする。

(附則 )

本規程は平成 15年 4月 1日 か ら施行する。

本規程は平成 28年 1月 1日 か ら施行する。



(別紙 1)

4登録医療機関名簿

独立医療法人国立病院機構長崎川棚医療センター
開放型病院登録医師名簿

医療機関名 開設者名 住 所 主たる診療科

地域医療支援

病院開設者と

の経営上の関
係

登録医名

1 岩永医院 岩永 紘― 東彼杵町瀬戸郷1179-3 内科、小児科 特になし 岩永 紘―

2 カナザワ内科クリニック 金澤 ― 川棚町下組郷392-2 内科、神経内科 特になし 金澤 ―

3 田渕医院 田渕 純宏 川棚町自石郷7-8 外科、胃腸科 特になし 田渕 純宏

4 玉川医院 玉川 文雄 川棚町下組郷2047-4 内科、循環器科 特になし 玉川 文雄

5 にいむら整形外科 新村 哲也 川棚町下組郷1牛 7 整形外科 特になし 新村 哲也

6 西の原野中医院 野中 直道 波佐見町井石郷2234コ 外科、内科 特になし 野中 直道

7 松尾医院 松尾 治吉 波佐見町折敷瀬郷1709-1 外科、消化器科 特になし 松尾 治吉

8 三島眼科医院 三島 一晃 東彼杵町蔵本郷17136-3 眼科 特になし 三島 一晃

9
八並整形外科・リハビリテー

ション科
′ 八並 信 波佐見町志折郷21ヽ 4-6 整形外科 特になし 八並 信

1 0 山川医院 山,II裕 東彼杵町彼杵宿郷93 内科 特になし 山,II裕

11 山住医院 山住 輝和 東彼杵町彼杵宿郷395-3 外科、内科 特になし 山住 輝和

12 まうお産婦人科医院 松尾 剛 川棚町百津郷452 産婦人科 特になし 松尾 岡1

1 3 さわ小児科 澤 芳弘 大村市富の原2丁 目234-1 小児科 特になし 澤 芳弘

1 4 はすわ診療所 別府 俊治 波佐見町稗木場郷972 内科 特になし 別府 俊治

1 波佐見病院 岡崎 敏幸 波佐見町稗木煽郷

'92-1
内科 特になし 岡崎 敏幸

16 小鳥居病院 小鳥居 衷 波佐見町岳辺田郷778 精神科 特になし 小鳥居 剛

17
小島居内科脳神経内科クリ

ニツク
小鳥居 聡 波佐見町岳辺田郷469 内科、神経内科、

脳神経内科
特になし 小鳥居 聡

18 こうの内科医院 河野 宏 波佐見町湯無田郷580 内科 特になし 河野 宏

19 山本整形外科 山本 尚幸 川棚町下組郷375-8 整形外科 特になし 山本 尚幸

20 いちのせ内科循環器科 ―瀬 和博 波佐見町稗木場郷1272 内科、循環器科 特になし ―瀬 和博

セ 1 鈴木病院 鈴木 治徳 東彼杵町彼杵宿郷1085
内科、精神科、

神経科
特になし 鈴木 治徳

22 松村内科→肖化器科 松村 暢之 東彼杵町駄地郷39 内科、消化器科 特になし 松村 暢之
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